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審決 

 

不服２０２０－３５２３ 

 

（省略） 

請求人 ソニー株式会社 

 

（省略） 

代理人弁理士 五味 飛鳥 

 

 

 意願２０１８－ １８８２６「カメラ機能付き電子計算機」拒絶査定不服審

判事件について、次のとおり審決する。 

 

結論 

 原査定を取り消す。 

 本願の意匠は，登録すべきものとする。 

 

理由 

第１ 手続の経緯 

 本願は、平成３０年（２０１８年）８月２９日の意匠登録出願であって、主

な手続の経緯は以下のとおりである。 

 平成３１年（２０１９年）３月２７日付け 拒絶理由の通知 

 令和１年（２０１９年）５月８日  意見書の提出 

 令和１年（２０１９年）５月８日  手続補正書の提出 

 令和１年（２０１９年）７月１０日付け  補正の却下の決定 

 令和１年（２０１９年）１２月４日付け  拒絶査定 

 令和２年（２０２０年）３月１３日  拒絶査定不服審判の請求 

 令和２年（２０２０年）４月２２日  手続補正書の提出 

 

第２ 本願意匠 

 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願であり、

本願意匠の意匠に係る物品は、本願の願書の記載によれば、「カメラ機能付き

電子計算機」であり、本願意匠の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合

（以下、「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」を「形態」ともいう。）

は願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりである（別紙第１参照）。 

 

第３ 原査定における拒絶の理由 

 原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、出願前にその意匠の属する分野

における通常の知識を有する者（以下「当業者」ともいう。）が日本国内又は

外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づい

て容易に意匠の創作をすることができたと認められるので、意匠法第３条第２
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項の規定に該当するとしたものであって、具体的には、以下のとおりである。 

「この意匠登録出願の意匠は、「カメラ機能付き電子計算機」の表示部に表さ

れた画像の一部について部分意匠として意匠登録を受けようとするものである

と認められます。 

 この意匠登録出願の意匠に係る「カメラ機能付き電子計算機」を含め、広く

操作画像を含む物品において、撮影した写真のサムネイル画像を表示するため

の矩形状枠を表示画面内の各種位置に小さく重畳表示することは、例えば意匠

１乃至意匠４に見られるように本願出願前よりごく普通に知られた態様です。 

 また、サムネイル画像を含む画像を表示するための縦長矩形状枠を表示画面

の右上に表示画面の枠からやや間隔を空けて表示させる態様についても、意匠

１の FIG.５〜７及び意匠５に見られるように、本願出願前より公然知られてい

る態様です。 

 とすると本願意匠は、単なる縦長矩形状枠を、公知の態様で表示画面の右上

にサムネイル画像を表示するために重畳表示させ、カメラ機能付き電子計算機

に係る画像の意匠として表した程度に過ぎず、当業者であれば容易に創作でき

たものと認められます。 

 

意匠１ 

米国特許商標公報 ２０１５年 ９月２９日 

携帯用情報端末機の画面（登録番号ＵＳ Ｄ７３９８８０Ｓ）に係る画像の意

匠 

（特許庁意匠課公知資料番号第ＨＨ２７３２０８６５号） 

意匠２ 

特許庁発行の公開特許公報記載 

特開２００５－０３３３８４ 

図８にあらわされたデジタルカメラに係る画像の意匠 

意匠３ 

特許庁発行の公開特許公報記載 

特開２００９－２６０６００ 

図４にあらわされた電子カメラに係る画像の意匠 

意匠４ 

大韓民国意匠商標公報 ２０１３年３月８日１３－０７号 

デジタルカメラ（登録番号３０－０６８３７８９）に係る画像の意匠 

（特許庁意匠課公知資料番号第ＨＨ２５４０８２７２号） 

意匠５ 

米国特許商標公報 ２０１７年４月１１日 

ディスプレースクリーン用画像（登録番号ＵＳ Ｄ７８３６４０Ｓ）の意匠 

（特許庁意匠課公知資料番号第ＨＨ２９３０７８３８号）」 

 

第４ 当審の判断 

 以下において、請求人による令和２年４月２２日の手続補正が、出願当初の

願書の記載及び願書に添付した図面の要旨を変更するものであるか否かを検討
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し、その上で、本願意匠が意匠法第３条第２項の規定に該当するか否か、すな

わち、本願意匠が当業者であれば容易に創作することができたか否かについて

検討し、判断する。 

 

１ 手続補正が図面の要旨を変更するものであるか否かについて 

（１）出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面（別紙第１参照） 

 ア 出願当初の願書の記載 

 出願当初の願書には、意匠に係る物品が「カメラ機能付き電子計算機」であ

ると記載されており、「意匠に係る物品の説明」及び「意匠の説明」の記載は

以下のとおりである。 

（ア）意匠に係る物品の説明 

 本願意匠に係る物品は、スマートフォンタイプの電子計算機であり、主とし

て手のひらで保持して使用する。側面にはセンサーが埋設されており、ユーザ

が手のひらで本願物品を保持した状態において側面の任意の箇所にタッチする

ことによって写真を撮影することができる。使用状態を示す参考図１に表すよ

うに側面をタッチすると、同図２の状態に画像が変化した上で、写真が撮影さ

れる。写真が撮影されると、正面図に示すように、当該タッチした箇所を基準

としてその状態において親指でタップ等の操作をすることが容易な位置に、撮

影した写真のサムネイル画像が表示される。これをタップすると当該写真が拡

大表示され、ユーザは今撮影した写真の内容を確認することができる。本願で

は、ユーザがギターを弾く男性を撮影し、そのサムネイル画像が表示画面に表

示された状態を示している。 

（イ）意匠の説明 

 実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。

部分拡大正面図は表示画面に表示された画像部分の拡大図である。背面図、左

側面図及び底面図は、意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみ現れるの

で省略する。 

 イ 出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面の要旨について 

 上記の出願当初の願書の記載によれば、本願の意匠に係る物品（以下「本願

物品」という。）は、カメラ機能を有するスマートフォンタイプの電子計算機

であり、ユーザが側面の任意の位置をタップして写真を撮影すると、その写真

のサムネイル画像が親指でタップすることが容易な位置に表示され、親指タッ

プによってそのサムネイル画像が拡大表示される。 

 そして、願書に添付した「使用状態を示す参考図１」には、ユーザが、本願

物品を握った手の親指で、本願物品の側面の任意の位置である右側面部上部を

タップする様子が示されており、「正面図」には、同じ握り位置の手の親指で

タップ可能な位置（本願物品の正面部右上）に、サムネイル画像が表示されて

いる。ユーザは拡大表示のためにそのサムネイル画像に対して親指タップを行

う。そうすると、同じ握り位置の手の親指によって右側面部上部と正面部右上

を順にタップするという操作をユーザが行うと認められる。 

 その最初の操作によって表示されるサムネイル画像は、「正面図」（及び

「部分拡大正面図」）によれば、正面表示部中の右上の「実線で表した部分」
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であり、この部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。そ

の「実線で表した部分」の形状は縦長長方形状（縦横比約１．８：１）であり、

正面表示部全体の約１／３．４（縦方向）、１／３．１（横方向）を占めてお

り、正面表示部右端から少し離れている（「実線で表した部分」の横幅の約１

／６だけ離れている）。 

（２）令和２年４月２２日の手続補正（別紙第２参照） 

 ア 「意匠に係る物品の説明」の変更 

（ア） 

 出願当初「使用状態を示す参考図１に表すように側面をタッチすると、同図

２の状態に画像が変化した上で、写真が撮影される。」の記載が、「使用状態

を示す参考図１に表すように側部の任意の箇所をタッチすると、同図２の状態

に画像が変化した上で、写真が撮影される。」に変更された。 

（イ） 

 「ユーザが任意の箇所Ａにタッチした様子を示す図に示す任意の箇所Ａにタ

ッチした場合には、任意の箇所Ａにタッチした際に現れる画像の図に表すよう

にサムネイル画像が表示される。同任意の箇所Ｂにタッチした場合には、任意

の箇所Ｂにタッチした際に現れる画像の図に表すように、同任意の箇所Ｃにタ

ッチした場合には、任意の箇所Ｃにタッチした際に現れる画像の図に表すよう

に、サムネイル画像が表示される。」の記載が追加された。 

（ウ） 

 出願当初「側面にはセンサーが埋設されており、ユーザが手のひらで本願物

品を保持した状態において側面の任意の箇所にタッチする・・・」の記載が、

「側部にはセンサーが具わっており、ユーザが手のひらで本願物品を保持した

状態において側部の任意の箇所にタッチする・・・」に変更された。 

 イ 図面の追加 

 「ユーザが任意の箇所Ａにタッチした様子を示す図」「任意の箇所Ａにタッ

チした際に現れる画像の図」「ユーザが任意の箇所Ｂにタッチした様子を示す

図」「任意の箇所Ｂにタッチした際に現れる画像の図」「ユーザが任意の箇所

Ｃにタッチした様子を示す図」及び「任意の箇所Ｃにタッチした際に現れる画

像の図」が追加された。 

 「ユーザが任意の箇所Ａにタッチした様子を示す図」では、ユーザが本願物

品を握った手の親指で本願物品の左側面部中央やや下をタップする様子が示さ

れており、「ユーザが任意の箇所Ｂにタッチした様子を示す図」と「ユーザが

任意の箇所Ｃにタッチした様子を示す図」では、それぞれ本願物品の右側面部

下部と左側面部上部をタップする様子が示されている。「任意の箇所Ａにタッ

チした際に現れる画像の図」には、同じ握り位置の手の親指でタップ可能な位

置（本願物品の正面部左側中央やや下）にサムネイル画像が表示され、同じ握

り位置の手の親指によって左側面部中央やや下と正面部左側中央やや下を順に

タップするという操作をユーザが行うと認められる。同様に、「任意の箇所Ｂ

にタッチした際に現れる画像の図」と「任意の箇所Ｃにタッチした際に現れる

画像の図」には、正面部右下と正面部左上にサムネイル画像が表されて、同じ

握り位置の手の親指によってタップすると認められる。 
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 「任意の箇所Ａにタッチした際に現れる画像の図」「任意の箇所Ｂにタッチ

した際に現れる画像の図」及び「任意の箇所Ｃにタッチした際に現れる画像の

図」では、「実線で表した部分」（サムネイル画像）の形状は縦長長方形状

（縦横比約１．８：１）であり、正面表示部全体の約１／３．４（縦方向）、

１／３．１（横方向）を占めており、それぞれ、正面表示部の左端、右端及び

左端から少し離れている（いずれも「実線で表した部分」の横幅の約１／６だ

け離れている）。 

（３）要旨を変更するものであるか否かの判断 

 ア 出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面の要旨において、前記

（１）イのとおり、ユーザは側面の任意の位置をタップして写真を撮影すると

認められるから、「使用状態を示す参考図１」が側面の任意の位置をタップす

る様子であることを説明する前記（２）ア（ア）の記載変更は、当該要旨を変

更するものではない。 

 イ 出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面の要旨において、前記

（１）イのとおり、同じ握り位置の手の親指によって、本願物品の側面の任意

の位置である右側面部上部と正面部右上を順にタップするという操作をユーザ

が行うと認められるから、同じ握り位置の手の親指によって、本願物品の側面

の任意の位置である左側面部中央やや下と正面部左側中央やや下を順にタップ

するという操作を示す「ユーザが任意の箇所Ａにタッチした様子を示す図」及

び「任意の箇所Ａにタッチした際に現れる画像の図」の追加は、当該要旨を変

更するものではない。同様に、「ユーザが任意の箇所Ｂにタッチした様子を示

す図」「任意の箇所Ｂにタッチした際に現れる画像の図」「ユーザが任意の箇

所Ｃにタッチした様子を示す図」及び「任意の箇所Ｃにタッチした際に現れる

画像の図」の追加も、当該要旨を変更するものではない。 

 そうすると、前記（２）ア（イ）の記載変更、及び前記（２）イの図面追加

は、当該要旨を変更するものではない。 

 ウ 前記（２）ア（ウ）の記載変更は、「側面」→「側部」と、「埋設され

て」→「備わって」の変更であるところ、前者の２つの語は同義であり、後者

の２つの説明も同趣旨であるから、いずれも願書の記載の要旨を変更するもの

ではない。 

 エ したがって、令和２年４月２２日の手続補正は、出願当初の願書の記載

及び願書に添付した図面の要旨を変更するものではない。 

 

２ 本願意匠が容易に創作することができたか否かについて 

（１）本願意匠の認定 

 当審では、本願意匠について、以下のとおり認定する（別紙第１参照）。な

お、願書の「意匠に係る物品の説明」並びに願書に添付した図面である「ユー

ザが任意の箇所Ａにタッチした様子を示す図」「任意の箇所Ａにタッチした際

に現れる画像の図」「ユーザが任意の箇所Ｂにタッチした様子を示す図」「任

意の箇所Ｂにタッチした際に現れる画像の図」「ユーザが任意の箇所Ｃにタッ

チした様子を示す図」及び「任意の箇所Ｃにタッチした際に現れる画像の図」

については、令和２年４月２２日に手続補正がなされて、変更又は追加されて
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いる（別紙第２参照）。 

 ア 意匠に係る物品 

 本願意匠の意匠に係る物品（以下「本願物品」という。）は「カメラ機能付

き電子計算機」であり、願書の「意匠に係る物品の説明」には、以下のとおり

記載されている。 

「本願意匠に係る物品は、スマートフォンタイプの電子計算機であり、主とし

て手のひらで保持して使用する。側部にはセンサーが具わっており、ユーザが

手のひらで本願物品を保持した状態において側部の任意の箇所にタッチするこ

とによって写真を撮影することができる。使用状態を示す参考図１に表すよう

に側部の任意の箇所をタッチすると、同図２の状態に画像が変化した上で、写

真が撮影される。写真が撮影されると、正面図に示すように、当該タッチした

箇所を基準としてその状態において親指でタップ等の操作をすることが容易な

位置に、撮影した写真のサムネイル画像が表示される。ユーザが任意の箇所Ａ

にタッチした様子を示す図に示す任意の箇所Ａにタッチした場合には、任意の

箇所Ａにタッチした際に現れる画像の図に表すようにサムネイル画像が表示さ

れる。同任意の箇所Ｂにタッチした場合には、任意の箇所Ｂにタッチした際に

現れる画像の図に表すように、同任意の箇所Ｃにタッチした場合には、任意の

箇所Ｃにタッチした際に現れる画像の図に表すように、サムネイル画像が表示

される。これをタップすると当該写真が拡大表示され、ユーザは今撮影した写

真の内容を確認することができる。本願では、ユーザがギターを弾く男性を撮

影し、そのサムネイル画像が表示画面に表示された状態を示している。」 

 また、願書の「意匠の説明」には、以下のとおり記載されている。 

「実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。

部分拡大正面図は表示画面に表示された画像部分の拡大図である。背面図、左

側面図及び底面図は、意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみ現れるの

で省略する。」 

 イ 本願物品の用途及び機能 

 上記「意匠に係る物品の説明」及び願書に添付した図面によれば、本願物品

は、カメラ機能を有するスマートフォンタイプの電子計算機であり、ユーザが

側部の任意の位置をタップして写真を撮影する用途及び機能を有している。 

 ウ 正面に表示された画像 

 本願意匠の正面には、周囲に余地部を残して隅丸縦長長方形の表示部（物理

的画面）が配されており、その表示部内全域に隅丸横長長方形の画像（以下

「本願画像」という。）が表示され、部分意匠として意匠登録を受けようとす

る部分は、本願画像における「実線で表した部分」（以下「本願画像部分」と

いう。）であって、破線で表された部分は本願画像部分を構成しない。なお、

本願画像内で破線で表された部分は、ギターを弾く男性（被写体）であり、本

願画像部分内で破線で表された部分は、撮影された写真の内容である。 

 本願画像部分はサムネイル画像であって、タップすることによって拡大表示

されるから、本願物品のカメラ機能を発揮できる状態にするために行われる操

作の用に供される画像であること、本願物品に記録された画像であると推認で

きること、及び本願物品が意匠法の対象とする物品と認められることから、本
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願画像は、意匠法第２条第２項（平成１８年改正意匠法）に規定する画像（操

作画像）を構成するものであると認められる。 

 エ 本願画像部分の用途及び機能 

 本願画像部分は、撮影した写真のサムネイル画像であって、願書に添付した

「使用状態を示す参考図１」「ユーザが任意の箇所Ａにタッチした様子を示す

図」「ユーザが任意の箇所Ｂにタッチした様子を示す図」及び「ユーザが任意

の箇所Ｃにタッチした様子を示す図」に示されているとおり、ユーザが本願物

品を握った手の親指で本願物品の側部の任意の位置をタップすると、「正面図」

において同じ握り位置の手の親指でタップ可能な位置（側部の任意の位置に近

い正面部の位置）に表示される機能を有している。 

 本願画像部分の用途は、撮影した写真の内容を縮小画像（サムネイル画像）

として確認することであり、また、ユーザが本願画像部分を親指タップしてそ

れを拡大表示させて、拡大された写真の内容を確認することである。 

 オ 本願画像における本願画像部分の位置、大きさ及び範囲 

 本願画像部分は、「正面図」では、画像の右上に位置しており、「任意の箇

所Ａにタッチした際に現れる画像の図」「任意の箇所Ｂにタッチした際に現れ

る画像の図」及び「任意の箇所Ｃにタッチした際に現れる画像の図」では、そ

れぞれ正面部左側中央やや下、正面部右下及び正面部左上に位置している。 

 「正面図」「任意の箇所Ａにタッチした際に現れる画像の図」「任意の箇所

Ｂにタッチした際に現れる画像の図」及び「任意の箇所Ｃにタッチした際に現

れる画像の図」において、本願画像部分の縦幅は本願画像の縦幅の約１／３．

４であり、本願画像部分の横幅は本願画像の横幅の約１／３．１である。また、

いずれの図においても、本願画像部分は左端又は右端から少し離れており、左

端又は右端との間隔は本願画像部分の横幅の約１／６である。 

 カ 本願画像部分の形態 

 本願画像部分の形態は縦長長方形状であって、縦横比は約１．８：１である。 

 

（２）引用意匠の認定 

 原査定における拒絶の理由で引用された意匠について、以下のとおり認定す

る。これらの意匠は、いずれも日本国特許庁又は諸外国の特許庁が発行した公

報に記載されたものであり、公報の種別や図の名称は前記第３のとおりである。 

 ア 意匠１（公報発行日は２０１５年９月２９日。別紙第３参照） 

（ア）意匠１について 

 意匠１には、携帯用情報端末機の画面が表されており、風景画像の中にｔｈ

ｕｍｂｎａｉｌ（サムネイル）の画像が含まれている。 

（イ）本願画像部分に対応する部分の位置、大きさ及び範囲 

 意匠１における本願画像部分に対応する部分（以下「意匠１部分」という。）

は、画像内に表示されたサムネイル画像であって、ＦＩＧ．２ないしＦＩＧ．

４では、画像の上端に接して、画像の左端、下端及び右端に余地部を残してや

や右寄りに配されており、ＦＩＧ．５ないしＦＩＧ．７では、画像の右上に位

置している。 

 ＦＩＧ．２では、意匠１部分の縦幅は画像全体の縦幅の約１／１．１であり、
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横幅も同様である（意匠１部分は画像全体の相似形である）。ＦＩＧ．３、Ｆ

ＩＧ．４、ＦＩＧ．５、ＦＩＧ．６及びＦＩＧ．７では、意匠１部分の縦幅は、

それぞれ画像全体の縦幅の約１：１．４、約１：１．９、約１：２．６、約

１：５．４、約７．３であり、横幅も同様である（意匠１部分は画像全体の相

似形である）。 

 また、ＦＩＧ．２における意匠１部分の画像左端との間隔は画像全体の横幅

の約１／１４であり、画像右端との間隔はその約１／５７である。ＦＩＧ．３

における意匠１部分の画像左端との間隔は画像全体の横幅の約１／６であり、

画像右端との間隔はその約１／１２である。ＦＩＧ．４における意匠１部分の

画像左端との間隔は画像全体の横幅の約１／３であり、画像右端との間隔はそ

の約１／９である。ＦＩＧ．５における意匠１部分の画像右端との間隔は画像

全体の横幅の約１／１２であり、画像上端との間隔は画像全体の縦幅の約１／

３１である。ＦＩＧ．６における意匠１部分の画像右端との間隔は画像全体の

横幅の約１／１４であり、画像上端との間隔は画像全体の縦幅の約１／２１で

ある。ＦＩＧ．７における意匠１部分の画像右端との間隔は画像全体の横幅の

約１／１９であり、画像上端との間隔は画像全体の縦幅の約１／２３である。 

（ウ）意匠１部分の用途及び機能 

 ＦＩＧ．２からＦＩＧ．７にかけて、意匠１部分がしだいに縮小して、画面

全体の右上に移動する機能を有している。 

 意匠１部分の用途は、撮影した写真の内容を縮小画像（サムネイル画像）と

して確認することである。 

（エ）意匠１部分の形態 

 意匠１部分の形態は縦長長方形状であって、縦横比は約１．４：１である。 

 

 イ 意匠２（公報発行日は２００５年２月３日。別紙第４参照） 

（ア）意匠２について 

 意匠２には、デジタルカメラの液晶画面が表されており、最後に撮影された

被写体画像６８の左上に、サムネイル画像がポップアップ表示されている。図

８（Ａ）では被写体画像が横向きであって、サムネイル画像６９も横向きであ

る。図８（Ｂ）では被写体画像は横向きであって、サムネイル画像７０は縦向

きである。 

（イ）本願画像部分に対応する部分の位置、大きさ及び範囲 

 意匠２における本願画像部分に対応する部分（以下「意匠２部分」という。）

は、画像内に表示されたサムネイル画像であって、図８の（Ａ）及び（Ｂ）で

は、画像の左上隅寄りに、画像の左端及び上端に余地部を少し残して配されて

いる。 

 図８（Ａ）では、意匠２部分の縦幅は画像全体の縦幅の約１／３であり、横

幅も同様である（意匠２部分は画像全体の相似形である）。図８（Ｂ）の意匠

２部分は、図８（Ｂ）のそれを横向きにしたものであって、画像全体に占める

比率は同じである。 

 また、図８の（Ａ）及び（Ｂ）における意匠２部分の画像左端との間隔は画

像全体の横幅の約１／４３であり、画像上端との間隔は画像全体の縦幅の約１
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／２４である。 

（ウ）意匠２部分の用途及び機能 

 図８の（Ａ）では、被写体画像の右上にポップアップ表示されたリスト（９

０）中の「サムネイルＡ」が選択されて、サムネイル画像６９〜７２のうちの

６９が表示されており、図８の（Ｂ）では「サムネイルＢ」が選択されて７０

が表示されている。意匠２部分は、ユーザがリスト中の４種類のサムネイルを

選択することによって、向きの異なる４種類のサムネイルの１つを表示する機

能を有している。 

 意匠２部分の用途は、被写体画像を縮小画像（サムネイル画像）として確認

することである。 

（エ）意匠２部分の形態 

 図８（Ａ）では、意匠２部分の形態は横長長方形状であって、縦横比は約１．

５：１である。図８（Ｂ）では、意匠２部分の形態は縦長長方形状であって、

縦横比は約１：１．５である。 

 

 ウ 意匠３（公報発行日は２００９年１１月５日。別紙第５参照） 

（ア）意匠３について 

 意匠３には、電子カメラにおいて撮影モードが設定されたときに表示される

画面が表されており、被写体の撮像画像に重ねて、撮像画像を縮小したサムネ

イル画像３１、３２、３３が配されている。 

（イ）本願画像部分に対応する部分の位置、大きさ及び範囲 

 意匠３における本願画像部分に対応する部分（以下「意匠３部分」という。）

は、図４の画像内に表示された３つのサムネイル画像であって、左側のサムネ

イル画像３１は画像の中央やや左に位置しており、中央のサムネイル画像３２

と右側のサムネイル画像３３は、それぞれ画像の中央やや右、右端部中央やや

上に位置している。 

 ３つのサムネイル画像の画像全体に占める割合は同じであり、サムネイル画

像の縦幅は画像全体の縦幅の約１／８．３であり、横幅は画像全体の横幅の約

１／８．６である。 

 また、右側のサムネイル画像と、画像右端との間に、ごく僅かな間隔がある。 

（ウ）意匠３部分の用途及び機能 

 意匠３部分は、その表示位置が撮影位置に応じて決定される機能を有してい

る。 

 意匠３部分の用途は、撮像画像を縮小画像（サムネイル画像）として確認す

ることである。 

（エ）意匠３部分の形態 

 意匠３部分の形態は横長長方形状であって、縦横比は約１．５：１である。 

 

 エ 意匠４（公報発行日は２０１３年３月８日。別紙第６参照） 

（ア）意匠４について 

 意匠４には、デジタルカメラの画面が表されており、人物画像の中にサムネ

イルの画像が含まれている。 
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（イ）本願画像部分に対応する部分の位置、大きさ及び範囲 

 意匠４における本願画像部分に対応する部分（以下「意匠４部分」という。）

は、画像内に表示されたサムネイル画像であって、図Ａ１．１では周囲に余地

部を残して配されて、図Ｂ１．１ないし図Ｅ１．１では左下に配されており、 

 図Ａ１．１では、意匠４部分の縦幅は画像全体の縦幅の約１／１．１であり、

横幅も同様である（意匠４部分は画像全体の相似形である）。図Ｂ１．１及び

図Ｃ１．１では、意匠４部分の縦幅は、それぞれ画像全体の縦幅の約１／１．

３、約１／２．１であり、横幅も同様である（意匠４部分は画像全体の相似形

である）。図Ｄ１．１及び図Ｅ１．１では、意匠４部分の縦幅は画像全体の縦

幅の約１／４．１であり、横幅は約１／７．３である。 

 また、図Ａ１．１における意匠４部分の画像左端及び画像右端との間隔は画

像全体の横幅の約１／１８であり、画像上端及び画像下端との間隔は画像全体

の縦幅の約１／２０である。図Ｂ１．１及び図Ｃ１．１における意匠４部分の

画像左端との間隔は画像全体の横幅の約１／１０２であり、画像下端との間隔

は画像全体の縦幅の約１／４４である。図Ｄ１．１及び図Ｅ１．１における意

匠４部分の画像左端との間隔は画像全体の横幅の約１／３５であり、画像下端

との間隔は画像全体の縦幅の約１／２２である。 

（ウ）意匠４部分の用途及び機能 

 図Ａ１．１から図Ｄ１．１にかけて、意匠４部分がしだいに縮小して、画面

全体の左下に移動する機能を有している。 

 意匠４部分の用途は、撮影した写真の内容を縮小画像（サムネイル画像）と

して確認することである。 

（エ）意匠４部分の形態 

 図Ａ１．１ないし図Ｃ１．１では、意匠４部分の形態は横長長方形状であっ

て、縦横比は約１：１．８である。図Ｄ１．１ないし図Ｅ１．１では、意匠４

部分は、２つの略角丸正方形状が位置を斜めに僅かにずらして重なったような

形態である。 

 

 オ 意匠５（公報発行日は２０１７年４月１１日。別紙第７参照） 

（ア）意匠５について 

 意匠５には、ディスプレイスクリーン用画像であり、同画像の中に３つのア

イコンと１つの区画が含まれている。 

（イ）本願画像部分に対応する部分の位置、大きさ及び範囲 

 意匠５における本願画像部分に対応する部分（以下「意匠５部分」という。）

は、画像内に表示された区画であって、画像全体の右上に位置している。 

 意匠５部分の縦幅は、破線で表された画像全体の縦幅の約１／４．２であり、

横幅も同様である（意匠５部分は画像全体の相似形である）。 

 また、意匠５部分の画像右端との間隔は画像全体の横幅の約１／１４であり、

画像上端との間隔は画像全体の縦幅の約１／２６である。 

（ウ）意匠５部分の用途及び機能 

 画像内の下部には、左から順に反転アイコン、終了アイコン及び消音アイコ

ンが並んでいるので、意匠５はビデオ電話の画像であると推認され、画像全体
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には通話中の相手の顔が表示され、意匠５部分には自分の顔が表示されると認

められる。そうすると、意匠５部分の用途及び機能は、ビデオ電話中に自分の

顔を確認することである。 

（エ）意匠５部分の形態 

 意匠５部分の形態は縦長長方形状であって、縦横比は約１．８：１である。 

 

（３）本願意匠の創作非容易性について 

 本願意匠が意匠法第３条第２項の規定に該当するか否か、すなわち、当業者

であれば容易に本願意匠の創作をすることができたか否かについて検討する。 

 まず、本願物品がカメラ機能を有するスマートフォンタイプの電子計算機で

あって、ユーザが側部の任意の位置をタップして写真を撮影する用途及び機能

を有しているところ、意匠１ないし意匠５については、いずれもそのような用

途及び機能を有していない。したがって、側部の任意の位置をタップして写真

を撮影する物品の形態は、意匠１ないし意匠５には表されていないので、当業

者が容易に創作をすることができたとはいえない。 

 次に、本願画像部分の用途、すなわち、撮影した写真の内容を縮小画像（サ

ムネイル画像）として確認したり、本願画像部分をタップしてそれを拡大表示

させて、拡大された写真の内容を確認する用途は、本願の出願前に例を挙げる

までもなく広く知られているが、本願画像部分の機能、すなわち、ユーザが本

願物品を握った手の親指で本願物品の側部の任意の位置をタップし、同じ握り

位置の手の親指でタップ可能な位置（側部の任意の位置に近い正面部の位置）

に本願画像部分（サムネイル画像）が表示される機能は、意匠１ないし意匠５

にはない。したがって、本願画像部分の機能を有する画像の形態は、意匠１な

いし意匠５に基づいて当業者が容易に創作をすることができたとはいえない。 

 そして、本願画像部分の形態は、縦横比が約１．８：１である縦長長方形状

であるところ、同様の縦横比の区画を有する画像が本願出願前にありふれてい

る（例えば意匠５）ものの、前記（１）オで認定したとおり、本願画像部分は

いずれの図においても左端又は右端から少し離れており、かつその間隔が本願

画像部分の横幅の約１／６で一定しているという規則性を有している。このよ

うな配置は、意匠１ないし意匠５には表されていないので、当業者が容易に創

作をすることができたとはいえない。 

 したがって、本願意匠は、原査定における拒絶の理由で引用された意匠に基

づいて、当業者が容易に本願意匠の創作をすることができたということはでき

ない。 

 

第５ むすび 

 以上のとおりであって、本願意匠は、意匠法第３条第２項が規定する、意匠

登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内

又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基

づいて容易に創作をすることができたとはいえないものであるから、原査定の

拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 

 また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見
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しない。 

 

 よって、結論のとおり審決する。 

 

 

  令和 ２年 ９月３０日 

 

審判長 特許庁審判官 北代 真一 

特許庁審判官 小林 裕和 

特許庁審判官 濱本 文子 
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〔審決分類〕Ｄ１８ ．１２１－ＷＹ （Ｈ７－７） 

 

審判長 特許庁審判官 北代 真一 9105 

特許庁審判官 濱本 文子 2902 

特許庁審判官 小林 裕和 8902 

 


